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収入はどの収入はどのくらい？ 何にい何にいくら使ったのかなたのかな？�
町の財政状況�

収入はどのくらい？ 何にいくら使ったのかな？�
町の財政状況�

歳 入歳入�歳 入 �

町税�

地方交付税�

県支出金�

国庫支出金�

繰越金�

町債�

繰入金�

分担金および負担金�

地方消費税交付金�

地方譲与税�

使用料および手数料�

地方特例交付金�

自動車取得税交付金�

その他�

�

�

町民の皆さんから納めていただく�
町民税や固定資産税など�
�市町村の行政水準に応じて国から�
交付�
特定の事業に対して県から支出�
される負担金・補助金など�
特定の事業に対して国から支出�
される負担金・補助金など�

前年度剰余金の今年度への繰越金�

社会資本などの整備のため国や�
金融機関などからの借入金�
�
他の会計や基金からの繰入金�
�
特定の事業に対し受益者から�
納めていただく保育料など�

地方消費税収入の町への交付分�
�
国税から町に譲与�
�
施設の使用料や証明書の発行手数�
料など�
恒久減税による税収の減額などに�
応じて国から交付�

自動車取得税収入の町への交付分�
�

その他、諸収入などをまとめたもの�

�

一 般 会 計 �
2,070,823千円�
1,273,611千円（61.5％）�

  96,314千円�
  28,264千円（29.3％）�

115,125千円�
  88,101千円（76.5％）�

20,681千円�
  9,984千円（48.3％）�

21,570千円�
21,570千円（100.0％）�

1,200,167千円�
　852,269千円（71.0％）�

33,145千円�
16,008千円（48.3％）�

592,476千円�
247,240千円（41.7％）�

617,973千円�
  66,008千円（10.7％）�

227,657千円�
　　　　0千円（0.0％）�

365,800千円�
　　　　0千円（0.0％）�

95,195千円�
37,559千円（39.5％）�

予 算 額�
60億5,252万4千円�

支出済額�
19億5,121万3千円�

（支出率　32.2％）�

予 算 額�
60億5,252万4千円�

（収入率　52.0％）�

民生費�

総務費�

衛生費�

教育費�

公債費�

土木費�

消防費�

農林水産業費�

議会費�

商工費�

労働費�

災害復旧費�

その他�

子どもやお年寄り、体の不自由な�
人のための施策に使用�
�
一般管理経費、徴税費、戸籍事務�
費などに使用��
健康を守るためやごみの処理など�
に使用�
�
小中学校や生涯学習活動などに使用�
�

借り入れたお金の返済金�
�
道路、河川、公園などの土木事業�
に使用�
�
消防防災活動に使用�
�

農林業の振興などに使用�
�

議会の活動に使用�

�
商工業の発展、観光振興などに使用�
�

勤労者のための施策に使用�
�
災害によって生じた被害の復旧の�
ために使用�
�

諸支出金および予備費をまとめたもの�

101,202千円�
  54,222千円（53.6％）�

1,008,540千円�
　327,532千円（32.5％）�

2,101,558千円�
　733,464千円（34.9％）�

738,669千円�
195,623千円（26.5％）�

17,692千円�
  5,547千円（31.4％）�

340,260千円�
  64,639千円（19.0％）�

26,699千円�
12,171千円（45.6％）�

442,031千円�
  52,615千円（11.9％）�

343,363千円�
143,425千円（41.8％）�

480,194千円�
177,052千円（36.9％）�

 7千円�
0千円（0.0％）�

442,268千円�
184,923千円（41.8％）�

10,041千円�
　　　0千円（0.0％）�

歳 出歳出�歳 出 �

収入済額�
31億4,926万3千円�

（億円）� 2520151050

（億円）� 2520151050

449,159千円�
449,159千円（100.0％）�

146,439千円�
  59,490千円（40.6％）�
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明
る
く
住
み
よ
い
町
づ
く
り
を

進
め
て
い
く
た
め
、
４
月
に
総
額

55
億
７，

３
２
０
万
円
（
一
般
会

計
）
の
予
算
で
、
平
成
24
年
度
事

業
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

そ
の
後
、
よ
り
充
実
し
た
町
づ

く
り
の
た
め
に
予
算
の
補
正
を
行

い
、
総
額
60
億
５，

２
５
２
万
４

千
円
の
予
算
規
模
に
な
り
ま
し

た
。12

月
号
で
は
、
上
半
期
（
４
月

〜
９
月
）
の
予
算
執
行
状
況
を
特

別
会
計
、
水
道
事
業
会
計
と
と
も

に
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

一
般
会
計
の
予
算
に
対
す
る
執

行
状
況
は
、
次
の
通
り
で
す
。

収
入
済
額
31
億
４，

９
２
６
万
３
千
円

（
収
入
率
52
・
０
％
）

支
出
済
額
19
億
５，

１
２
１
万
３
千
円

（
支
出
率
32
・
２
％
）

支
出
率
が
、
収
入
率
と
比
べ
て

低
く
な
っ
て
い
ま
す
。
要
因
は
、

建
設
事
業
な
ど
の
未
払
い
で
す
。

年
度
途
中
は
、
事
業
が
未
完
了

な
の
で
支
払
い
が
済
ん
で
い
ま
せ

ん
。

（億円）�0 2 4 6 8 10 12 2220

※予算額で資本的収入が資本的支出に対して不足する額は損益勘定留保資金などで補てんする予定です。�

水道事業の営業活動による収入（水道料金・加入金な�
ど）と支出です。�

収益的 収入・支出�
水道施設の拡張、整備などに使うお金と、その財源や�
借入金返済です。�

収益的収入�

収益的支出�

資本的収入�

資本的支出�

�

資本的資本的 収入収入・支出支出�資本的 収入・支出�

国民健康保険事業�

介護保険事業�

公共下水道事業�

農業集落排水事業�

後期高齢者医療事業�

学校給食事業�

住宅新築資金等貸付事業�

�

�

149,910千円�
45,351千円�
 47,362千円�

（30.3％）�
（31.6％）�

1,148,659千円�
468,390千円�
 526,998千円�

（40.8％）�
（45.9％）�

2,738千円�
6,735千円�
 878千円�

（246.0％）�
（32.1％）�

152,407千円�
17,058千円�
 64,170千円�

�

（11.2％）�
（42.1％）�

473,667千円�
47,367千円�

 191,184千円�
（10.0％）�
（40.4％）�

106,840千円�
35,891千円�
36,473千円�

�

（33.6％）�
（34.1％）�

2,035,814千円�
860,638千円�

 1,000,717千円�
（42.3％）�
（49.2％）�

予 算 額　365,426千円�

収入済額　180,721千円�

�

�

（49.5％）�

0 1 2 3 4 5（億円）�

予 算 額　379,428千円�

支出済額　  90,809千円�（23.9％）�

予 算 額　  87,787千円�

収入済額　           0千円�

�

�

（0.0％）�

0 1 2 3 4 5（億円）�

予 算 額　229,967千円�

支出済額　  44,218千円�（19.2％）�

特 別 会 計 �

水道事業会計�

予 算 額�

収入済額�

支出済額�

�

（収入率％）�

（支出率％）�

�
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▼
表
彰
基
準

【
銅
章
】
５
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
の
人

【
銀
章
】
10
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銅
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
章
】
15
年
以
上
無
事
故
・
無
違

反
で
銀
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
銀
章
】
20
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
章
を
受
章
し
て
い
る
人

【
金
冠
金
章
】
30
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
銀
章
を
受
章
し
て
い

る
人

【
旭
日
金
冠
章
】
40
年
以
上
無
事
故
・

無
違
反
で
金
冠
金
章
を
受
章
し
て
い

る
人

平
成
25
年
春
優
良
自
動
車
運
転
者
表
彰
の
受
付

安
全
運
転
に
努
め
て
い
る
人

サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
住
宅
資
金
利
子
補
給

補
助
金
の
支
給
を
受
け
る
た
め
、１
月
中
に
申
請
を

町
は
、
住
宅
建
設
資
金
な
ど
の
融

資
を
受
け
て
、
平
成
24
年
中
に
町
内

に
自
己
用
の
専
用
住
宅
を
新
築
ま
た

は
購
入
し
た
給
与
所
得
者
（
サ
ラ
リ

ー
マ
ン
）
を
対
象
に
利
子
補
給
を
行

い
ま
す
。

対
象
金
額
は
融
資
を
受
け
た
額
の

う
ち
３
０
０
万
円
ま
で
と
し
、
1.5
％

ま
で
の
利
子
補
給
額
を
限
度
に
３
年

間
受
け
ら
れ
ま
す
。
な
お
、
申
請
は

初
年
度
１
回
の
み
で
す
。

▼
受
付

１
月
４
日
　
〜
31
日
○

役
場
開
庁
時
間
内
（
平
日
　
午
前
８

時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
）

※
期
間
以
外
の
受
付
は
で
き
ま
せ

ん
。
申
請
は
お
忘
れ
な
く
。

▼
申
請
方
法
　

申
請
書
と
添
付
書
類
を
提
出
。

【
添
付
書
類
】

①
住
宅
新
築
調
書

②
建
物
平
面
図

③
請
負
契
約
書
の
写
し

④
建
築
確
認
通
知
書
の
写
し

⑤
平
成
24
年
分
源
泉
徴
収
票
（
写
し

可
）

⑥
住
民
票
抄
本
（
申
請
時
、
町
外
に

住
所
を
有
し
て
い
る
人
）

⑦
融
資
機
関
（
銀
行
な
ど
）
の
住
宅

建
設
資
金
の
融
資
で
あ
る
旨
の
証
明

書
※
申
請
書
お
よ
び
添
付
書
類
①
と

⑦
の
用
紙
は
産
業
建
設
課
産
業
振
興

室
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。

▼
申
請
書
提
出
・
問
合
せ
先
　

産
業
建
設
課
産
業
振
興
室
　

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
６
７
）

▼
対
象
者

渋
川
交
通
安
全
協
会
の

会
員
で
、
過
去
に
同
種
の
表
彰
を
受

け
て
い
な
い
人

▼
申
込
締
切

【
役
場
受
付
１
月
11
日

【
渋
川
交
通
安
全
協
会
受
付
】

１
月
31
日

▼
必
要
書
類

印
鑑
、運
転
免
許
証
、

交
通
安
全
協
会
会
員
証
、
６
３
０
円

（
無
事
故
無
違
反
証
明
書
発
行
手
数

料
）

※
交
通
安
全
協
会
で
申
込
む
場
合

は
、
無
事
故
無
違
反
証
明
を
各
自
で

取
得
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
合
せ
先

町
民
生
活
課
生
活
環
境
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
４
２
）

金�木�

金�

木�
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児
童
扶
養
手
当

母
子
・
父
子
家
庭
や
父
母
の
い
な

い
児
童
の
生
活
の
安
定
を
図
り
、
自

立
を
促
進
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る

手
当
で
す
。

▼
対
象

18
歳
に
到
達
し
て
か
ら
最

初
の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
（
障
害

児
は
20
歳
未
満
）
で
、
①
〜
⑨
の
い

ず
れ
か
に
あ
て
は
ま
る
児
童
を
監
護

養
育
し
て
い
る
、
ひ
と
り
親
家
庭
の

父
・
母
ま
た
は
養
育
者
。（
父
に
つ

い
て
は
、生
計
も
同
一
で
あ
る
こ
と
）

①
父
母
が
離
婚
し
た

②
父
ま
た
は
母
が
死
亡
し
た
（
公
的

年
金
を
受
給
で
き
る
場
合
を
除
く
）

③
父
ま
た
は
母
が
重
度
の
障
害
の
状

態
に
あ
る

④
父
ま
た
は
母
の
生
死
が
明
ら
か
で

な
い

⑤
父
ま
た
は
母
か
ら
引
き
続
き
１
年

以
上
遺
棄
さ
れ
て
い
る

⑥
父
ま
た
は
母
が
法
令
に
よ
り
引
き

続
き
１
年
以
上
拘
禁
さ
れ
て
い
る

⑦
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
懐
胎
し
た

⑧
父
母
と
も
に
不
明
（
孤
児
な
ど
）

⑨
父
ま
た
は
母
が
裁
判
所
か
ら
Ｄ
Ｖ

保
護
命
令
を
受
け
た

支
給
額(

児
童
一
人
・
月
額)

全
部
支
給
・
・
・
４
１,

４
３
０
円

一
部
支
給
・
・
・
４
１,

４
２
０
円

〜
９,

７
８
０
円
（
前
年
所
得
に
応

じ
て
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

精
神
や
身
体
に
一
定
の
障
害
が
あ

る
、
20
歳
未
満
の
児
童
を
養
育
し
て

い
る
父
・
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給

さ
れ
る
手
当
で
す
。

支
給
額
（
月
額
）

１
級
・
・
・
５
０,

４
０
０
円

２
級
・
・
・
３
３,

５
７
０
円

支
給
さ
れ
な
い
場
合

①
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て

い
る
。

②
児
童
（
児
童
扶
養
手
当
は
申
請
者

を
含
む
）
が
公
的
年
金
を
受
け
て

い
る
。

２
つ
の
手
当
に
共
通
し
て
、
一
定

額
以
上
の
所
得
が
あ
る
場
合
は
、
支

給
停
止
し
ま
す
。

手
当
を
受
給
す
る
に
は
申
請
が
必

要
で
す
。
詳
し
く
は
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
４
）

�

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

ご
存
知
で
す
か
？

町
で
は
高
齢
化
が
進
み
、
ひ
と
り

暮
ら
し
の
高
齢
者
が
増
え
て
い
ま

す
。（
平
成
24
年
６
月
１
日
現
在
の

独
居
高
齢
者
は
３
４
５
人
。）

町
は
、
昨
年
か
ら
別
表
の
店
舗
と

協
定
を
締
結
し
、
高
齢
者
が
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
よ
う
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

①
災
害
な
ど
の
緊
急
時
は
、
日
常
的

に
利
用
し
て
い
る
人
に
、
優
先
的
に

燃
料
を
配
給
す
る
サ
ー
ビ
ス
。

②
日
常
的
に
、
店
頭
で
の
見
守
り
・

燃
料
の
配
達
時
の
声
か
け
活
動
な
ど

を
す
る
サ
ー
ビ
ス
。

利
用
を
希
望
す
る
人
は
、
各
店
舗

に
直
接
電
話
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。

配
達
範
囲
や
燃
料
の
金
額
な
ど
は
店

舗
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
。

▼
問
合
せ
先

健
康
福
祉
課
福
祉
室

牲
54
・
３
１
１
１
（
内
線
１
５
１
）

�

高
齢
者
へ
の
優
先
的
な
サ
ー
ビ
ス
を
紹
介

見
守
り
・
災
害
時
に
燃
料
な
ど
を
配
給

「
か
み
つ
け
信
用
組
合
」
が
11
月
26
日
　
を
も
っ
て
「
東
群
馬
信
用
組
合
」

と
合
併
し
「
ぐ
ん
ま
み
ら
い
信
用
組
合
」
と
し
て
発
足
し
ま
し
た
。

合
併
後
も
、
引
き
続
き
町
の
収
納
代
理
金
融
機
関
と
し
て
の
収
納
事
務
取

り
扱
い
を
依
頼
し
ま
す
。

月�


